
 

 

 

 

 

 

 休職・復職に関して労務管理は複雑でトラブルや係争に繋がり易いと言えます。休職と一言で言って

も会社の就業規則で定める傷病での休職や公務、刑事起訴その他事由による休職だけでなく、法律で定

められている育児や介護での休職等様々な休職があります。休職期間満了での離職や復職時の対応等企

業での対応に悩むことや対応によりトラブルに繋がる事例もあります。就業規則規定例を示しながら

様々なケースの対応策をお伝えします。 

 

〇日 時  ２０２４年１月２９日（水） １４：００～１６：００（開場：１３：４０～予定） 

○会 場 Ｃｏｃｏｎｅｒｉ(ｺｺﾈﾘ)３階 研修室１       

（練馬区練馬 1-17-1区民・産業ﾌﾟﾗｻﾞ内） 

西武池袋線「練馬駅」北口から徒歩１分 

 

〇内 容  ・休職原因での対応の違い 
      ・休職に関する就業規則の規定例 
      ・休職に関してのトラブル事例、復職出来なかった時の対応策 
      ・雇用保険や健康保険の対応 
 
〇講 師  特定社会保険労務士 岡佳伸 氏         社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 

 

 

 

 

〇定 員   ３０名 
     ※先着順。参加受付券は発行いたしません。定員超過の場合は電話等にてご連絡します 

お申込方法とご受講まで 

①東京商工会議所ホームページ（東商マイページ）からお申込みください。 

◆検索方法：東京商工会議所ホームページ右上、イベントを検索   よりイベント番号で検索し、 

お申込みください。 イベント番号：204992 
②当日は、開始２０分前より順次ご入場ください 

（入場時に受付にて、事業所名またはお名前を確認いたします） 

注意事項 

・本セミナーの資料等に関する著作権は、講演者、主催者、その他の著作権者に帰属します。 

・会場定員数を上限に運営して参りますが、引き続き感染拡大防止対策には受講者の皆様にもご協力いただきます。 

 

お問い合わせ先 

東京商工会議所練馬支部 TEL 3994-6521 FAX 3994－6589 〒176-0001練馬区練馬1-17-1Coconeri４Ｆ 
 
※ご記入いただきました情報は、当該セミナーに関する連絡・記録のために使用いたします。また、東京商工会議所からの各種情報提供のために使用する場合がござ
います。今後、情報提供を希望しないときは、東京商工会議所練馬支部にご連絡（電話・FAX・メール）をお願いいたします。 

 

会場(リアル)参加 

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員（ハローワーク勤務・厚生労働事務官）とし

てキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会（東京商工

会議所練馬支部、中央支部等）講師及び各種 WEB記事執筆、日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ 2020年 12月

21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント 

従業員の“そのとき”のために知っておきたい！ 

復職・休職に関する労務管理の注意点 

 


